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問い合わせ　税務課 課税第１班　☎ 0820-74-1008

　勤務先の倒産や解雇等により離職を余儀なくされ
た人は、失業（離職）から一定の期間、国民健康保
険税が軽減されます。（軽減には申請が必要です）
対象者（次の全てにあてはまる人）
⑴�雇用保険受給資格者証の離職年月日が、令和２年

３月 31 日以降であること
⑵離職日において、65 歳未満であること
⑶�雇用保険受給資格者証の「離職理由コード」が「11・

12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれか
であること

適用される期間
　離職日の翌日から、翌年度末までとなります。（※
再就職して国民健康保険以外に加入する場合は、そ

の時点までとなります） 
軽減の算定方法
　対象者の前年所得のうち、給与所得を 30 ／ 100
として算定します。（給与以外の所得、対象者以外
の被保険者の所得、対象期間外の所得については、
100 ／ 100 として算定します）
申請に必要なもの
⑴�雇用保険受給資格者証もしくは雇用保険受給資格

通知
⑵�対象者の個人番号がわかるもの（マイナンバー

カード等）
⑶窓口に来られる方の本人確認書類（運転免許証等）
申請場所　税務課、各総合支所・出張所

非自発的失業者の人は国民健康保険税が軽減されます

　

久
賀
の
町
は
、
８
月
頃
か
ら
３
月
頃
ま
で
季
節

風
の
北
風
を
受
け
る
。
明
治
の
は
じ
め
ま
で
は
、

海
が
荒
れ
る
と
小
船
を
浜
へ
引
き
揚
げ
た
り
、
河

口
付
近
に
繋
い
だ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

廻
船
な
ど
は
他
村
の
港
へ
避
難
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
築
港
は
長
い
間
、
地
域
の
課
題
で
あ
っ
た
。

　

文
政
９
年
（
１
８
２
６
年
）、
現
在
の
弁
天
ト
ン

ネ
ル
沖
に
古
波
止
（
ふ
る
ば
と
、
ふ
る
み
な
と
）

が
築
造
さ
れ
、
主
に
廻
船
の
停
泊
地
と
し
て
使
わ

れ
た
。
し
か
し
、
市
街
地
か
ら
遠
く
離
れ
た
場
所

に
あ
り
不
便
で
あ
っ
た
。

　

幕
末
の
幕
長
戦
争
（
四
境
の
役
）
で
焼
失
し
た

覚
法
寺
の
本
堂
再
建
の
話
が
持
ち
上
が
っ
た
と
き
、

住
職
の
大
洲
鉄
然
は
、
本
堂
再
建
よ
り
も
港
を
造

る
こ
と
の
方
が
先
決
で
あ
る
と
提
言
し
た
。
こ
れ

に
同
意
し
た
村
民
有
志
が
資
金
を
募
り
、
明
治
13

年
（
１
８
８
０
年
）、市
街
地
の
近
く
に
新
波
止
（
し

ん
ば
と
、
し
ん
み
な
と
）
が
築
造
さ
れ
た
。

　

船
を
繋
ぎ
や
す
い
二
段
の
波
止
で
、
石
組
み
の

間
に
隙
間
を
つ
く
り
波
の
力
を
受
け
流
す
工
夫
が

施
さ
れ
て
い
て
、
久
賀
の
石
工
の
技
術
の
高
さ
が

窺
え
る
。
こ
の
波
止
に
守
ら
れ
た
港
は
、
久
賀
に

船
籍
を
持
つ
漁
船
、
網
船
、
生
魚
船
、
廻
船
を
す

べ
て
収
容
し
、
村
外
の
諸
船
も
受
け
入
れ
る
こ
と

が
で
き
た
。
明
治
29
年
（
１
８
９
６
年
）
に
は
大

阪
商
船
の
寄
港
も
実
現
し
、
幕
長
戦
争
に
よ
っ
て

焦
土
と
化
し
た
久
賀
は
、
そ
の
後
、
港
町
と
し
て

発
展
し
て
い
っ
た
。

　

新
波
止
完
成
か
ら
７
年
後
の
明
治
20
年

（
１
８
８
７
年
）、
久
賀
駅
の
西
隣
の
駐
車
場
奥
の

土
地
に
久
賀
築
港
碑
が
建
て
ら
れ
た
。
碑
の
前
に

は
、
碑
文
を
現
代
語
訳
し
た
史
跡
看
板
が
掲
げ
ら

れ
て
い
て
、
港
が
完
成
し
た
と
き
の
様
子
を
窺
い

知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、
訳
文
の
作
成
に
は
町
内
外
の
専
門
家
が

当
た
っ
た
が
、
特
に
東
三
蒲
の
田
村
忠
士
先
生
の

ご
尽
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
申

し
添
え
る
。
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